
厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業） 
分担研究報告書 

 
 

健康増進施設認定基準に関する意見収集（健康運動指導士） 
 

         研究協力者 佐藤真治（帝京平成大学 健康メディカル学部・教授） 

 

         研究分担者 小熊 祐子（慶應義塾大学 大学院 健康マネジメント研究科・准教授） 

         研究代表者 澤田 亨 （早稲田大学 スポーツ科学学術院・教授） 

 

研究要旨 

 本研究課題は、健康増進施設ならびに指定運動療法施設（以下、指定運動療法施設）の認定要件の整理に向

けて、現場の健康運動指導士から意見徴収（ヒアリング）することを目的とした。ヒアリングに当たっては、

全国を 6 ブロックに分け、各ブロック 5～6 名、計 33 名の健康運動指導士を選抜した。ヒアリングの内容は、

Zoom の会議機能を用いて録画し、後日逐語録から質的解析をおこなった。その結果、指定運動療法施設の質

の向上には、『医学的視点から運動指導できる健康運動指導士が必要だが、現状は医学教育が不足している』

こと、またその課題解決には『医療機関での実習型研修が求められている』ことが明らかとなった。 

 

Ａ．研究目的 

 

1988 年に定められた健康増進施設認定制度は、

時代の趨勢を経て、当時の認定要件が現状を反映

していないとの指摘がある。そこで、私たち研究班

では、健康増進施設ならびに指定運動療法施設（以

下、指定運動療法施設）の認定要件を時代の要請に

適合するよう整理することにした。 

私たち研究班は、認定要件の整理に際して、“ハ

ード（施設、利用料金）は緩和・ソフト（人員配置、専門

資格）は充実”という基本方針を打ち出している。

ここでは、指定運動療法施設の人員の一翼を担う

健康運動指導士に「どのような健康運動指導士を配

置すれば、指定運動療法施設がより充実するか？」

を意見収集（ヒアリング）することにした。 

健康運動指導士は、指定運動療法施設の最前線

で利用者とコミュニケーションをとり、医師から

の運動処方に基づき運動プログラムを立案するキ

ーパーソンである。彼らの役割の輪郭を明確にし

て、ソフトの認定要件に盛り込めば、指定運動療法

施設の質はより充実すると思われる。 

以上のように、本研究課題は健康運動指導士か

らヒアリングをおこなうことで、指定運動療法施

設のソフト充実に結びつくような資料を得て、認

定要件に反映させることを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

 

1．ヒアリング参加者の募集 

 ヒアリングへの参加する健康運動指導士は、以

下のように募った。①全国を 6 ブロックに分け、指

定運動療法施設、医療法 42 条施設、もしくは健康

運動指導士を雇用している医療法人を各5～6施設

任意に選定した、②選定した施設の健康運動指導

士に個別に電話をかけた後、了承が得られた先に

研究依頼書を送付（メール）した、③依頼書に対し

「受諾」と返信のあった 32 施設 33 人の健康運動

指導士をヒアリング参加者とした。 

 

2．ヒアリングの方法 

ヒアリングは、ブロック毎に Zoom の会議機能

を使っておこなわれた。各ブロックの参加者数は、

北海道・東北・北陸ブロック 6 名、関東ブロック 5

名、東海ブロック 4 名、関西ブロック 6 名、中四

国ブロック 6 名、九州ブロック 6 名であった（表

1）。 
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ヒアリングに当たっては、冒頭に研究目的を説

明し、下記の質問①～③に対し、2～3 分/人で回答

いただいた。 

 質問①「医療現場の健康運動指導士の現状を教え

てください。」、質問②「指定運動療法施設にはどのよ

うな健康運動指導士が必要ですか？」質問③「どの

ようにしたら、ふさわしい健康運動指導士を育てられ

ますか？」 

ヒアリングの様子は、Zoom の録画機能を使って

録画し、後日、参加者の回答をまとめた逐語録を作

成した。できるだけ正確な逐語録を作成するため

に、逐語録は 2 名以上で作成し、分析の際に統合し

た。 

 

3．ヒアリング結果の整理・加工・言語化 

 逐語録の整理及び加工には、質的データ分析セ

フト（NVivo、ユサコ株式会社製）を用いた。具体

的には「ワードクラウド」機能を使って、逐語録中

の頻出語を可視化した。 

 その後、以下の手順でヒアリング結果の言語化

をおこなった。①ヒアリングに参加した健康運動

指導士のうち 8 名を選抜した、②選抜者には可視

化された「ワードクラウド」を見てもらい、頻出語

をできるだけつなげて各自でストーリー（文章）を

つくってもらった、③各自で作ったストーリーを

皆の前で発表してもらい、最も共感度が高かった

ストーリーを参加者の総意とした。 

 

4．倫理的配慮 

 ヒアリングの参加者には事前に研究目的を説明

し、ヒアリングの内容は本研究以外に使用しない

ことを伝え、書面にて同意を得た。逐語録データの

分析に当たっては個人が特定できないように工夫

した。また、ヒアリングの中で個人情報を取り扱う

ことはなかった。 

 

Ｃ．研究結果 

1．ヒアリング 

 

 

 参加者へのヒアリングは、計 6 回おこなわれ、

Zoom の総録画時間は 6 時間であった。 

 全てのヒアリングは順調におこなわれ、一人当

たりの発言の分量は公平であった。また、ヒアリン

グは終始和やかで自由な雰囲気の中でおこなわれ、

参加者の発言が他者によって抑制されるようなこ

とはなかった。 

 

2．ヒアリング結果の整理・加工 

図 1～3 に逐語録を整理・加工した「ワードクラ

ウド」を示した。 

図で明らかなように、「健康運動指導士の現状を

教えてください。」の質問に対する答えの頻出語は、

「運動」、「医療」、「現場」、「少ない」などであった

（図 1）。「どのような健康運動指導士が必要です

か？」の質問に対する答えの頻出語は、「運動」、「管

理」、「リスク」、「楽しい」などであった（図 2）。

「どのようにしたら、ふさわしい健康運動指導士

を育てられますか？」の質問に対する答えの頻出

語は、「指導」、「現場」、「カリキュラム」、「実習」

などであった（図 3）。 

 

3．ヒアリング結果の言語化 

 それぞれの質問に対して、選抜者によって作成

されたストーリーは以下の通りであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問① 医療現場の健康運動指導士の現状を

教えてください。 

→資格養成のカリキュラムに医学教育が不足

していることに加え、有疾患者を運動指導で

きる現場が少なく、十分な育成システムも構

築できていないため、医療連携に必要な医学

的知識・技術レベルが低い。 

質問② どのような健康運動指導士が必要で

すか？ 

→リスクを管理した上で、医学的視点に基づ

いた個別運動プログラムを立案でき、なおか

つ、運動の楽しさを演出することができる。 
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Ｄ．考察  

指定運動療法施設および医療法42条施設の健康

運動指導士に「どのような健康運動指導士を配置

すれば、指定運動療法施設がより充実するか？」に

ついてヒアリングした結果、『医学的視点から運動

指導できる健康運動指導士が求められるが、現状は

医学教育が不足しており、医療機関での実習型研修

を中心とした再教育が必要』であることが明らかと

なった。 

 健康運動指導士の医学教育に関しては、認定お

よび養成を担う健康・体力づくり事業財団も問題

意識を持っており、2007年に養成カリキュラムを

大幅に見直し、体育系・スポーツ健康科学系の大

学等を対象とした養成校制度を発足させるなど、

指導士の医学的知識の付与に尽力している。しか

し、2018年に報告された「医療機関と健康運動指

導士等との連携による運動療法の在り方に関する

調査・研究報告書」1）では、「健康運動指導士と

いうライセンスを持っているだけではなく、すで

に発症している人の重症化・再発予防の領域（中

略）までも担える専門知識の習得等、質の向上が

欠かせない」という言葉で結ばれており、依然と

して健康運動指導士の医学教育が不十分であるこ

とが指摘されている。 

では、どのようにしたら健康運動指導士に医学

的教育を施せるのか？今回のヒアリングでは、指

定運動療法施設や医療法42条施設の健康運動指導

士が「医療機関での実習型研修」を強く望んでいる

ことが浮き彫りになった。この背景には、有疾患

者相手に求められる臨床的スキルの多くが、知識

ではなく、身体性を伴った学びの中でしか身につ

かないという事情に加え、連携医療機関での実習

時間が思うように確保できていないという現状が

ある。以上から報告者として、指定運動療法施設

の認定要件に『健康運動指導士の医療現場での研修

実習を推奨する』を加え、施設管理者に実習機会を

検討してもらうことを提案したい。 

 もちろん、実習先の医療機関の確保や研修期間

中のマンパワーの補填など課題は多くあるが、健

康運動指導士が経験や自信がないまま有疾患者を

運動指導せざる得ない状況を見過ごすことはでき

ない。また、彼らが現場実習を通じて医学的視点を

身につけ、有疾患者に質の高い運動プログラムを

提供できるようになれば、楽しさを演出できると

いう元来の強みと相まって、医療連携先の多職種

チームの中で独自の役割を発揮すると思われる。 

報告者は、2012 年の総説の中で、臨床現場の健

康運動指導士には大学院レベルの専門教育と医療

機関での実習を施した上で「臨床運動指導士」の称

号を与えることを提案した。指定運動療法施設の

健康運動指導士にも実習修了後に同様の称号を与

えて、彼らのモチベーションを高めることを期待

したい。 

 字数の都合でストーリーには盛り込めなかった

が、現状のヒアリングの際に最頻出だった「少ない」

という言葉は、「採算性」や「若い学生からの憧れ」

にも掛かっていた。すなわち、多くの指定運動療法

施設は経営面・雇用面で危機的状況にあり、認定要

件の整理が急務であることも特筆しておきたい。 

 

Ｅ．結論 

 指定運動療法施設の認定基準に関して、現場の

健康運動指導士にヒアリングした結果、指定運動

療法施設の認定要件に『健康運動指導士に対する

医療機関での実習型研修』を盛り込む必要性が明

らかとなった。 
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質問③ どのようにしたら育てられますか？ 

→カリキュラムを補強するための医学教育と

医療現場での実習型研修の実施。 
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表 1 ヒアリング参加施設一覧 

 

 

  

No. 県 施設名 体制

1 北海道 クラーク病院 医療法人

2 北海道 北海道循環器病院 医療法人

3 北海道 メディカルクリニックFit plus 指定運動療法施設

4 北海道 札幌緑愛病院　 医療法人

5 宮城 メディカルフィットネス のびのび 指定運動療法施設

6 石川 スポーツコミュニティダイナミック 指定運動療法施設

7 千葉 亀田スポーツ医科学センター 42条施設

8 千葉 千葉中央メディカル健康スポーツセンター 42条施設

9 神奈川 ム・ウ21あざみ野 指定運動療法施設

10 神奈川 横浜市スポーツ医科学センター 指定運動療法施設

11 神奈川 健康増進施設K-FIT 42条施設

12 愛知 偕行会ウェルネスセンター 医療法人

13 愛知 あいち健康プラザ 指定運動療法施設

14 愛知 SHIN-SHINとよた 指定運動療法施設

15 愛知 CO･OPフィットネスクラブｗｉｓｈ 医療法人

16 京都 医仁会疾病予防センター 42条施設

17 京都 メディカルフィットネス北白川 医療法人

18 兵庫 疾病予防施設　健康塾 42条施設

19 兵庫 パワーハウス赤穂 42条施設

20 兵庫 メディカルフィットネス135° 42条施設

21 奈良 メディタスゼロフィット 指定運動療法施設

22 岡山 平病院 医療法人

23 岡山 しげい病院 医療法人

24 岡山 榊原病院メディカルフィットネス 42条施設

25 広島 スポーツセラピーウェル 指定運動療法施設

26 広島 METS・やまと 指定運動療法施設

27 広島 西広島リハビリテーション病院 指定運動療法施設

29 福岡県 健康科学センター　サンヘルス聖峰 健康増進施設

30 大分県 大分県地域成人病検診センター 健康増進施設

31 大分県 健診・健康増進センター 健康増進施設

32 沖縄県 疾病予防運動施設リューザ ４２条施設

33 熊本県 メディフィット回生会 健康増進施設

北海道・東北・北陸ブロック　6施設　6名

関東ブロック　5施設　5名

東海ブロック　4施設　4名

関西ブロック　6施設　6名

中四国ブロック　6施設　6名

九州ブロック　5施設　6名
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図 1 「健康運動指導士の現状を教えてください」の質問に対する答えの頻出語 

 

 

 

図 2 「どのような健康運動指導士が必要ですか？」の質問に対する答えの頻出語 
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図 3 「どのようにしたら育てられますか？」の質問に対する答えの頻出語 
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